
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■モデル事業の大きなメリット 

○ 病院等窓口での現金支払いが不要となります！ 

 そのため、医療費支払いを心配せずに病院等を受診できます。 

 

■利用方法 

○ スマートフォンに専用の電子決済アプリをダウンロードして利用！ 

 操作はとても簡単です！ 

 

■対象者の主な条件（以下の要件を満たす方） ※詳細は問合せ願います。 

○ 重度心身障害者医療費助成制度の受給者かつ 19 歳以上の方 

○ 医療保険の種別が国民健康保険又は後期高齢者医療費制度の方 

 ○ 山梨県立中央病院と山梨大学医学部附属病院を受診されている方 

  

■その他 

○ スマートフォンをお持ちでない方には県から貸与します 

 

■モデル事業参加に関する問合せ先 

山梨県障害福祉課 企画推進担当  TEL 055-223-1460 

スマホアプリで医療受診が便利に！ 

県では重度心身障害をお持ちの方の負担軽減のため、病院等窓口

での現金払いが不要となるモデル事業を行っています。 

参加者を募集中です！まずはお問い合わせ願います。 


